
○ 屋外広告物法（昭和二十四年法律第百八十九号） （抄） 

 

 （広告物の表示等の禁止） 

第三条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると

認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止すること

ができる。 

一 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致

地区又は伝統的建造物群保存地区 

二 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二十七条又は第七十八条第一項の規定により

指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは

第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二

項に規定する条例の規定により市町村が定める地域 

三 森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成する

ため保安林として指定された森林のある地域 

四 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必

要があるものとして当該都道府県が指定するもの 

五 公園、緑地、古墳又は墓地 

六 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所 

２ 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認め

るときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。 

一 橋りよう 

二 街路樹及び路傍樹 

三 銅像及び記念碑 

四 景観法（平成十六年法律第百十号）第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び

同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木 

五 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件  

３ 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認める

ときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 

 

 （広告物の表示等の制限） 

第四条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は

公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置（前

条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。）について、都道府県

知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。 



 

 （広告物の表示の方法等の基準） 

第五条 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は

公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物（第三条の規定に基

づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。）の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方

法の基準若しくは掲出物件（同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。）

の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。 

 

 （違反に対する措置） 

第七条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違

反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に

対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な

景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずる

ことができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若

しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないとき

は、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただ

し、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除

却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却

する旨を公告しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその

措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込

みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）第三条から第六条までに定めるとこ

ろに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者

から徴収することができる。 

４ 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例（以下この項において「条例」という。）

に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等（容易に取り外すことができる状態で工作物等

に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。）、広告

旗（容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物

等に取り付けられている広告の用に供する旗（これを支える台を含む。）をいう。以下この項におい

て同じ。）又は立看板等（容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛け

られている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件（これらを支える台を含む。）をいう。以

下この項において同じ。）であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を

自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあ

つては第一号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限



る。 

一 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められる

にもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定

が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止

された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置さ

れていると認められるとき。 

二 管理されずに放置されていることが明らかなとき。 

 

 （除却した広告物等の保管、売却又は廃棄） 

第八条 都道府県知事は、前条第二項又は第四項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却

させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させ

た広告物がはり紙である場合は、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物

件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者（以下この条において「所

有者等」という。）に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条

例で定める事項を公示しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損す

るおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件

の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することが

できない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比

し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物

又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 

一 前条第四項の規定により除却された広告物 二日以上で条例で定める期間 

二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月以上で条例で定める期間  

三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間以上で条例で定める期間 

４ 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規

定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明

らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。 

５ 第三項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 

６ 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、

売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲

出物件の所有者等（前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。）に負担させることができる。 

７ 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広

告物又は掲出物件（第三項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還す

ることができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する



都道府県に帰属する。 

 


